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行政事業レビューの 

平成２３年度予算概算要求への反映について 



１ 公開プロセスの平成２３年度予算概算要求への反映について 

 

 平成２２年６月３日～８日に実施した「公開プロセス」の結果につ

いては、平成２３年度予算概算要求に以下のとおり反映した。 

 

（１）評価結果の概要（計１８事業） 
 
事業の廃止・一旦廃止 ６ 

抜本的改善 １０ 

一部改善 ２ 

現状維持 なし 

 

（２）平成２３年度予算概算要求への反映 
 

事 業 名 評 価 結 果 反 映 内 容 
概算要求 

への反映額 

建設市場の 

整備の推進 

一旦廃止 

経営改善・経営効率化の施策は必要で

あり、中小企業支援や自治体の施策との

整理を行った上で、より実効性のある施

策を再検討。 

・事業廃止 ▲１．７憶円 

地域公共交通 

活性化・再生 

総合事業 

一旦廃止 

ただし、政策目的はご理解頂いたので、

政策目的を達成するため、交通基本法の

検討の中でより効果的な支援策に見直

し。 

・事業廃止 

（チーム所見も踏まえ、より効果的な

支援策に抜本的に見直し） 

▲４０．２億円

広域地方計画 

推進のための 

連携支援等 

事業の廃止 

改めてゼロベースで検討。 
・事業廃止 ▲２．０憶円 

地籍調査 

抜本的改善 

取引円滑化等の効果が高い都市部を優

先する。取引等の機会をとらえた取組み

により効率化ができないか検討。 

・地籍調査の実施地域を都市部以外の

地域から、取引円滑化等の効果が高

い都市部へシフトすることにより、

都市部以外の地域の調査に要する経

費を減額。 

▲７．３億円 

都市防災 

関連事業 

抜本的改善 

事業選択について自治体の自由度が高

まるよう改善。特殊地下壕対策は事業の

全体像と優先順位を明確化。宅地耐震化

は制度の抜本見直し。 

・特殊地下壕対策事業については、市

街地に現存する危険性の高い地下壕

の全体像を把握した上で地方公共団

体に明示し、早期対策の実施につい

て要請。 

・宅地耐震化推進事業については、住

民の合意形成等の課題に対応した事

業促進に直結する指針等の作成に着

手したほか、制度のあり方について

有識者を交えた検討体制の発足を準

備中。 

- 



景観・歴史的 

環境形成 

総合支援事業 

一旦廃止 

国が行う必要性、国が行うに相応しい

戦略的な目標や優先順位の設定といった

観点から、ゼロベースで事業自体のあり

方を考え直す。 

・景観形成総合支援事業は廃止し、歴

史的環境形成総合支援事業は、観光

振興を重点的に図る区域を要件に加

えるとともに、認定計画に位置付け

られた建造物の修理等や景観規制の

ためのソフト事業等に対象事業を限

定。 

▲２．６憶円 

地すべり 

対策事業 

一部改善 

事業評価の充実、早期発見・早期対応

によるコストダウン、立地抑制等の強化、

契約の競争性向上を進めるべき。 

・災害危険度等を勘案し、事業を重点

化する。 

・危険箇所における災害時要援護者関

連施設の立地抑制の強化を図ってい

る。（厚生労働省と連携し、都道府県

に対し文書通知済み） 

- 

道路事業 

（直轄・ 

維持管理） 

抜本的改善 

公益法人の一社応札の多さや総合評価

方式の改善、維持管理については類型化

をしながら地域の事情に応じて決定する

等。 

・公共サービス改革法に基づく民間競

争入札（市場化テスト）の導入 

・コスト縮減など様々な工夫や地域の

実情等を踏まえた運用基準の見直し

等。 

- 

住宅・建築物 

安全ストック 

形成事業 

抜本的改善 

住宅の価値を上げる取組と連携した支

援や自治体の事務負担の軽減によるスピ

ードアップ、優先順位をつけた取組を進

めるべき。 

・社会資本整備総合交付金による事務

の簡素化（平成２２年度）に加え、

特定建築物等について、民間等に対

する直接支援方式を導入する。 

- 

地域木造住宅 

市場活性化 

推進事業 

事業の廃止 

ただし、政策目的についてはご理解頂

いているので、やり方を改善して行う。

・事業廃止 ▲５．５億円 

鉄道駅移動 

円滑化施設 

整備事業 

事業の廃止 

政策目的は重要であるが、エコモ財団

経由の補助制度を廃止し、他のバリアフ

リー化補助制度との統合等予算執行の効

率化を実施。 

・事業廃止 ▲７．２億円 

自動車検査登録

事務所等の 

施設の整備 

抜本的改善 

特別会計の収支、利用率等の状況も踏

まえつつ、真に必要なものに限って整備

を行うべき。今後、事務所等の集約・統

合化の可否についても検討。 

・施設の建替・増築については、既に

着工しているものを除き先送り等を

行い、一般修繕については、行政サ

ービスに支障を来すなど真にやむを

得ない事項に限り整備を行うことと

して縮減を図った。 

▲５．４億円 

（独）海上技術 

安全研究所 

運営費交付金 

抜本的改善 

民間企業や大学との役割分担を明確化

した上で、事業の重複の排除、共同研究、

競争資金の活用、自己収入の拡大等を図

るべき。 

・事業重複の排除等を検討し、業務効

率化を図ることによる物件費の削

減。 

・競争的資金の活用等による自己収入

の拡大。 

▲０．１億円 

港湾施設 

長寿命化 

計画費 

抜本的改善 

 長寿命化の対象港湾の更なる絞り込み

と、これまでの調査に係る効果を十分に

検証すべき。 

・対象港湾施設の絞り込みを行った。 ▲０．５億円 

一般空港等 

整備事業 

（補助） 

抜本的改善 

地方の自助努力や空港運営の透明性を

促すための更なる取組みを行うととも

に、地方空港に対する補助の考え方を整

理すべき。 

・事業の優先度の更なる精査を行い、

老朽化の著しい施設の更新等、緊急

性の高い事業に重点化を図りつつ、

高質化事業については先送りとする

などにより要求額を削減した。 

・また、空港別収支が公表されている

ことを補助採択の要件とすることに

より、地方の自助努力や空港運営の

透明性を促すこととした。 

 

 

▲１０．４億円

（ただし、 

直轄・補助の 

合計額） 



ﾋﾞｼﾞｯﾄ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ 

ｱｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾄﾞ･ 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

抜本的改善 

これまでの事業の効果検証を徹底する

とともに、予算の使途やＪＮＴＯとの役

割分担を早急に見直すべき。 

・東アジア４市場（韓国、中国、台湾、

香港）へのプロモーションを集中的

に実施することとし、あわせてプロ

モーションの具体的効果について検

証する手法を確立。また定期的効果

測定を実施し、測定結果を踏まえた

マーケティング戦略に従った執行を

行う。 

－ 

火山観測 

抜本的改善 

大学等他機関との連携・情報共有化、

調達方式の改善等による予算の効率化、

計画的な整備の実施等を図るべき。 

・大学等他機関との連携・情報共有化

を図り、既存観測点の維持費等の見

直しによりコスト縮減を図った。 

▲０．３億円 

巡視船艇の整備

に関する経費 

一部改善 

調達方式の見直し等により、整備コス

トの縮減を図るとともに、海上保安業務

における必要性も勘案しつつ、可能な限

り、整備計画の重点化を推進。 

・緊迫化する国際情勢等に的確に対応

するため、堪航性（荒れた海でも航

行できる性能）等を備えた巡視船の

整備を重点的に図るとともに、スペ

ックの見直し等に取り組み、コスト

縮減を図ることとした。 

▲２２．５億円

 



２ 公開プロセス対象外事業に係るレビューについて 

 

（１）レビューの実施方法について  

公開プロセス対象外事業（５０８事業）のレビューについては以下

のとおり実施した。 

 

○７月９日～２３日  レビューシートの公表、国民への意見募集 
 

○７月下旬～８月上旬 全５０８事業について大臣政務官、外部有   
識者が分担してレビューシートの点検（ヒ
アリング）を実施し、各事業について評価
を実施 

 
○８月中旬～     レビュー結果を受け、各事業部局で平成２

３年度予算概算要求への反映作業を実施 

 

（２）「横断的な見直しの視点」について 

公開プロセス対象外事業のレビューに当たっては、公開プロセス

の議論を通じて明らかになった以下の「横断的見直しの視点」に基

づき、検証を行った。 

 
①国が実施すべき必要性 

国が直接行う必要性、地方や民間の事業に対して国が政策支援を行う必要性につ

いて十分検討し、国の役割を踏まえて廃止も含めた見直しを行う。 

 

②事業効果の検証 

政策目的に照らして事業の効果を明確に説明できるか、事業効果が十分に見込める

か、効果の検証ができるかについて十分検討し、廃止を含めた見直しを行い、事業効

果の説明・検証が可能な仕組みを構築する。 

  

③より実効性のある事業手法の検討 

政策目的を実現するためにより効果的な事業手法や政策手段がないかを検討し、よ

り実効性のある仕組みへと見直しを図る。 

 

④優先度の精査・事業の重点化 

採択基準の明確化等により、政策目的に照らして真に必要なもの、緊急性の高いも

のから実施されるよう、優先順位付けを行うとともに、重点化を図る。 

 

⑤事業実施の効率化 

各事業において競争性・透明性等を高める取組（競争入札の導入等）を進めること

により、より少ない予算で十分な政策効果の実現を図る。 

 



⑥補助金交付の効率化 

補助金の交付について団体等を経由しているものについては、その必要性を十分検

討し、必要のないものについては直接の補助に切り替えるなど、不必要な関与を排除

する。 

 

⑦重複の排除等 

省内・他府省で同じ又は類似する取組を行っている事業について統合・整理を行う

とともに、民間・他府省・他部局との連携が可能な分野については積極的に進める。 

 

 

（参考）共通の対応を行った事項 

 

  以下の点については、各部局の事業について共通の対応を行った。 

 

①社会資本整備総合交付金化された事業の取扱い 

平成２２年度に社会資本整備総合交付金に移行した補助金・交

付金を含む事業については、行政事業レビューの評価結果は基本

的に「廃止」とする。 

（なお、この評価結果は、当該事業の中で交付金化されなかった

ものの予算要求を否定するものではない。） 

 

②発注者支援業務のある事業の取扱い 

発注者支援業務を外部委託している事業については、事業実

施の効率化・透明性の向上を求めるとともに、特に国家公務員

ＯＢが役員を務める公益法人に業務の委託が集中しないよう取

り扱うこととする。 

 

 

（３）評価結果の概要（計５２６事業、公開プロセス含む） 
  
 

 事業数 構成比 

事業の廃止・一旦廃止 １５２ ２８．９％ 

抜本的改善 １１１ ２１．１％ 

改善・一部改善 ２１４ ４０．７％ 

現状維持 ４９ ９．３％ 

 

 

 



（４）横断的見直しによる検証結果 

（計５２６事業、公開プロセス含む） 
 

 該当事業数 

①国が実施すべき必要性 ４５ 

②事業効果の検証 １１３ 

③より実効性のある事業手法の検討 ８０ 

④優先度の精査・事業の重点化 １２４ 

⑤事業実施の効率化 ２４３ 

⑥補助金交付の効率化 ４ 

⑦重複の排除等 ３２ 

⑧その他 ９３ 

※一部重複で該当するものあり 

 

（５）平成２３年度予算概算要求への反映額 

 

    約５０６億円（反映額を特定できるもの） 

 

※ 行政事業レビューは平成２１年度事業を対象としたものであ

り、これ以外に、平成２２年度予算において措置済みのものもあ

る。 

 



（６）公開プロセス対象外事業のレビュー結果と平成２３年度予算概算

要求への反映（主なもの） 
 

事 業 名 
評 価 結 果 

（予算監視・効率化チーム所見）

横断

的 

見直

し 

の視

点 

反 映 内 容 
概算要求 

への反映額 

下請建設企業へ

の金融支援対策

の推進 

一部改善 

補助金交付後も、基金

からの支出、執行状況

（残高）などを随時把握

し、適正な管理を図るべ

き。また、下請資金繰り

支援事業、下請債権保全

支援事業ともに事業の

目的を踏まえ、基金が活

用されることによる事

業効果を十分に検証す

べき。 

② 

・事業効果をより一層

高めるため、新たな

下請再建保全策を導

入するとともに、経

費について、実績に

基づき精査を行い、

大幅な縮減を図っ

た。 

・平成２３年度におい

ても、引き続き、補

助金の支出先、使途

等の適切な把握に努

め、効率的かつ効果

的な執行を図る。 

▲１．９億円

準天頂衛星によ

る高精度測位補

正に関する技術

開発 

事業廃止 

本事業については所

期の目的を達成する見

込みであり、廃止事業と

する。 

② ・事業廃止 ▲１．５億円

定住自立圏等形

成に向けた地域

経営推進事業 

事業廃止 

本事業は廃止し、地方

と国が地域の課題と政

策的課題を持ち寄って

検討を行うよう改善す

る。 

③ ・事業廃止 ▲１．１億円

基準点測量等 

一部改善 

 単価の安い基準点の

設置などにより、コスト

の縮減を図る。 

⑤ 

・より単価の安い補助

基準点の設置や、既

設基準点の成果の改

測を実施すること

で、新たに設置する

四等三角点の点数を

見直すことによりコ

スト縮減を図る。 

▲１．１億円

都市開発資金貸

付事業 

一部改善 

貸付対象事業につい

て、緊急度、優先度を踏

まえた精査を厳格に行

い、重点的な執行を図

る。その結果、社会資本

整備特別会計業務勘定

における貸付金の剰余

④⑤

・緊急度や優先度を踏

まえた精査を厳格に

行い、事業の重点化

を図り、剰余金の一

般会計繰入に寄与す

る。 

▲８．１億円



金が事業ニーズに照ら

して過剰になる場合に

は、所要額を一般会計に

繰入、予算の効率的な執

行を図る。 

高潮災害に対す

る水防体制・ 

避難誘導の改善

検討経費 

事業廃止 

海岸域における潮位

等の観測情報の共有化

や水防訓練の内容等の

検討が進み、本事業の内

容は概ね終了、一定の成

果が見込まれることか

ら事業を廃止とする。 

③⑧ ・事業廃止 ０．２憶円 

道路橋の 

予防保全の 

着実な実施に 

係る経費 

一部改善 

データベースの構築

に当たっては、膨大なデ

ータを蓄積するととも

に、全道路管理者が利活

用することから、地方自

治体等の意見も十分反

映するとともに、ランニ

ングコストの縮減にも

配慮したものとするこ

と。また、講習会の実施

に当たっては、地方公共

団体等からのニーズを

踏まえ、講習内容の重点

化・効率化を図る。 

④⑤

・データベースについ

ては、データ項目や

集計方法に関する地

方自治体等の意見や

今後のデータ取得・

更新等に要するコス

トを考慮。 

・講習会については、

地方公共団体からの

ニーズが高い損傷や

補修などの具体事例

に重点化。 

▲０．３億円

改正建築基準

法、改正建築士

法の円滑な運

用、施行のため

の体制整備事業 

一部改善 

 改正建築基準法の運

用・施行の円滑化は相当

程度目的が達成されて

いるところであり、事業

内容の優先度を検討し、

内容の重点化を行う。ま

た、情報提供、技術支援

等の実施手段について

は、より効果的な手法と

する。 

③④

・他の補助メニューと

統合することによ

り、より法律の運

用・施行を円滑化す

る。 

▲４．０億円 

交通施設バリア

フリー化設備等

整備 

一部改善 

中小鉄道事業者の鉄

道駅や、ニーズが高いも

のの構造的にコストが

かさむ鉄道駅などに重

点化して実施すべき。 

③ 

・事業廃止 

（チーム所見も踏ま

え、より効果的な支

援策に抜本的に見直

し） 

▲３９．４億円

地方バス路線運

行維持対策 

一部改善 

生活交通路線維持費

補助金については、車両

購入費に対する補助よ

りも直接的な補助であ

④ 

・事業廃止 

（チーム所見も踏ま

え、より効果的な支

援策に抜本的に見直

し） 

▲６８．１億円



る路線維持費に重点化

すべき。また、路線維持

合理化促進補助金につ

いては、より経営改善の

大きい事業者に対して

優先的に補助できるよ

う重点化を図るべき。 

離島航路 

補助金 

抜本的改善 

離島住民や住民の生

活必需品・出荷品を輸送

する上で不可欠な交通

手段である離島航路に

対し補助を行う事は、離

島航路の維持・改善、離

島住民の生活の安定に

資する観点から非常に

大事な事業であるが、離

島航路の維持やサービ

ス改善を図るため、より

効果的な施策となるよ

う制度の見直しを行う

べき。 

③ 

・事業廃止 

（チーム所見も踏ま

え、より効果的な支

援策に抜本的に見直

し。） 

▲４７．７億円

コンテナ物流の

総合的集中改革

を推進するため

の経費 

一部改善 

・効率性・達成度等の観

点から、各事業につい

て、今後、事業を継続的

にチェックすることで

実績の伸びない事業は

見直しを行うなど事業

の検証を行い、事業の改

善を図るべき。 

・事業の実施にあたって

は、当該事業がより効果

的に機能するよう、港湾

機能高度化施設整備補

助金等の関連するハー

ド事業との連携を図る

べき。 

②④

・評価委員会での指摘

等を踏まえて事業の

改善を図り、減額と

した。 

▲５．８億円

空港周辺環境対

策事業 

抜本的改善 

事業の目的、緊急性を

考慮したうえで、対象事

業の採択の厳格化及び

事業の優先度の精査等

により、事業の適正な執

行及び効率化に努め、更

なる予算の縮減を図る

べき。 

④ 

・事業採択の更なる精

査を行い、緊急性及

び重要性の高い事業

に重点化を図ること

により、要求額を削

減した。 

▲９．２億円

北海道特定特別

総合開発事業推

進費等 

一部改善 

 事業横断的な政策課

題等に適切に対応する

④⑦

・特定の政策分野に重

点化を図るための必

要最低額とした。 

▲１０．５億円



ため、関係者・事業間の

連携を一層促進し効果

的な事業・施策展開を図

る。また、北海道を始め

とする地域との連絡調

整を緊密にし、地元ニー

ズに沿って施策展開が

図られるよう事業の一

層の重点化を図るとと

もに、経費の節減につな

がるよう事業の効率的

実施、施策効果の早期発

言を図る。 

観光産業のイノ

ベーション促進

事業 

事業廃止 

本事業については、概

ね当初の事業計画期間

において一定の成果が

得られる見込みである

ため、事業を継続する必

要がないことから、本事

業については平成２２

年度限りで廃止する。 

② ・事業廃止 ▲０．２億円

国際機関への分

担金・拠出金 

一部改善 

国連分担率の変更減

に伴い、分担率も下げる

努力をすべき。 

⑤ 

・世界気象機関執行理

事会に対して、積極

的に関与し分担率の

引き下げを行った。 

▲２．２億円

航空機の整備に

関する経費 

一部改善 

他の機関との連携等

により、調達コストの縮

減が可能ではないか。一

方で、老朽機器の代替整

備については、財政上の

制約を踏まえながらも、

確実かつ計画的に進め

られるよう、重点化・効

率化を検討すべき。 

④⑤

・緊迫化する国際情勢

等に的確に対応する

ため、航続性能等を

備えた航空機の整備

を重点的に図るとと

もに、予備品の見直

しに取り組み、コス

ト縮減を図ることと

した。 

▲１．９億円

 
 

（注）「横断的見直しの視点」の番号との対応は以下のとおり 
①国が実施すべき必要性 
②事業効果の検証 
③より実効性のある事業手法の検討 
④優先度の精査・事業の重点化 
⑤事業実施の効率化 
⑥補助金交付の効率化 
⑦重複の排除等 
⑧その他 


